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山陽小野田市長 白 井 博 文 様 

 

山陽小野田市自治基本条例審議会 

会長 岡 山 怜 二 

 

山陽小野田市自治基本条例の見直しの検討について（答申）（案） 

平成２８年８月１６日付け山企行第Ｂ６０１０－１６号で諮問のあった山陽

小野田市自治基本条例の見直しの検討について、当審議会において審議を重ね

ました。 

審議に当たっては、制定当時の自治基本条例をつくる会の趣旨を尊重しつつ、

施行から５年目を迎え、社会経済状況の変化等により形骸化していないかとい

う観点から検討し、また、条例の規定に基づく市政運営の進捗状況と課題につ

いても検証を行いました。 

当審議会は、２０歳未満の青少年の権利を規定する第８条について、選挙権

年齢の引下げに伴い年齢の見直しについて検討する必要性を認めましたが、そ

の他の条については、今回は改正を提言するまでに至るものはありませんでし

た。 

また、この条例の規定と現状とを比較して、課題と考えられる点を意見とし

て下記のとおり提言します。 

市長におかれましては、この答申を尊重して条例の見直しに着手されるとと

もに、今後も条文に即した市政運営の推進に努められるよう要望します。 

記 

１ 見直しの検討を要する条文 

第８条（青少年の権利）に関して、現行の規定が「２０歳未満」となって

いるものを、選挙権年齢の引下げに伴い「１８歳未満」に改正することを検

討されたい。 

また、これに伴い「青少年」という表現があいまいで分かりづらいという

意見がある中で、「少年少女」と改正してはどうかという意見と、「青少年」



のままでよいという意見があり、これについても検討されたい。 

 

（参考・山陽小野田市自治基本条例第８条） 

（青少年の権利） 

第８条 ２０歳未満の青少年は、その人権が尊重されるとともに、年齢に応じて

まちづくりに参加する権利を有します。 

２ 市民等及び市は、青少年の意見を尊重し、これをまちづくりに反映させます。 

 

 

２ 条例の規定に基づく市政運営等に対する意見等 

(1) 市民が意見を伝えやすい機会や環境づくりに努められたい。また、学生

が意見を出しやすい環境づくりに努められたい。（第５条関係） 

(2) より多くの市民から意見の提出が行われるよう、パブリックコメント制

度の周知に努められたい。また、障がいのある人がパブリックコメントに

参加しやすいよう配慮に努められたい。（第５条、第２７条関係） 

(3) 議会、議員におかれては、市民の声をよく聴き、行政が気づかない問題

を取り上げ、市民の利益になる政策の立案に努められたい。また、市民が

関心を持てるよう、積極的な情報提供に努められたい。（第９条関係） 

(4) 職員の人材育成及び資質の向上に努められるとともに、その検証ができ

るよう努められたい。（第１３条関係） 

(5) 監査委員におかれては、有効性、効率性等の評価を踏まえた監査を行い、

報告されるよう努められたい。（第２０条関係） 

(6) 行政情報の提供及び市民の意見、要望を聞く場として、対話の日や市政

説明会を開催されたい。（第２１条関係） 

(7) 協働のまちづくりに取り組む公共的民間団体へのより一層の支援に努め

られたい。（第３０条関係） 

 


